
第６回札幌市介護保険事業計画推進委員会（第７期）会議録 

 

日 時：令和２年８月２７日（木）午後３時～午後４時30分 

場  所：ＴＫＰガーデンシティ プレミアム札幌大通        

      ホール６Ｄ 

 

Ⅰ 出席者 

 １ 委員 

 永田委員長、池田副委員長、平野委員、太田委員、濱松委員、大森委員、 

加藤（敏）委員、星野委員、木浪委員、荒木委員、紙谷委員、小林委員、光崎委員、

中路委員、長崎委員、加藤（浩）委員、斎野委員、髙田委員、田島委員、日沖委員、

増田委員、吉田委員 

 ２ 事務局 

 前高齢保健福祉部長、石川地域包括ケア推進担当部長、足立高齢福祉課長、 

吉田介護保険課長、宮村認知症支援・介護予防担当課長、桐越事業指導担当課長、 

小野企画係長、太田企画調整担当係長、安宅事業者指定担当係長、 

石垣施設指導係長 

 

Ⅱ 議事次第 

１ 開会 

 ２ 議事 

(1) 介護保険事業の実績等と高齢者支援計画2018の指標の達成状況について 

ア 令和元年度介護保険事業の実績について 

 イ 高齢者支援計画2018の指標の達成状況について 

(2) 次期高齢者支援計画の概要について 

  ア 国の基本指針(案)について 

イ 次期計画の構成等について 

  ウ 次期計画における施設・居住系サービス等の整備の検討状況について 

 (3) 地域密着型サービス事業者の指定状況について 

３ 閉会 

 

Ⅲ 議事 

１ 開会 

(1) 吉田介護保険課長から委員の出席状況について報告及び配付資料の確認 

２ 議事 

(1) 介護保険事業の実績等と高齢者支援計画2018の指標の達成状況について 
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ア 令和元年度介護保険事業の実績について 

○永田委員長 それでは、議事に入らせていただきます。 

 議事（１）の介護保険事業の実績等と現計画の指標の達成状況についてのうち、

「ア 令和元年度介護保険事業の実績」について、事務局から説明をお願いいた

します。 

（吉田介護保険課長から資料により説明） 

○事務局（吉田介護保険課長） 札幌市老人クラブ連合会の小林委員から、新型

コロナウイルスが介護保険事業計画に及ぼす影響は何かというご質問をいただい

ております。 

 給付実績によりますと、３月以降、訪問・通所系のサービスで利用がやや減少

している傾向がございます。特に通所系では、給付額ベースで３月にやや減少し、

４月に一旦回復した後、その後、５月には再び減少の傾向にございますが、７月

以降は全体的に利用者が回復基調にあるという報告を受けております。 

 外出自粛に伴いまして、サービスの利用を控え、ずっと家にこもりがちになる

ことによりまして体や頭の働きが低下し、歩くことや身の回りのことなど生活動

作が行いにくくなったり、疲れやすくなったりして、身体活動の低下が進む高齢

者が増加することが懸念されます。そのような状況の中、自宅でも取り組むこと

ができる介護予防体操であるサッポロスマイル体操の周知や、介護予防センター

を中心として地域の実情に合わせ、健康二次被害の防止に関するチラシ等の配布、

通いの場の支援に取り組んでいるところでございます。 

 また、感染症対策につきましては、先ほどお答えさせていただいたとおりでご

ざいます。 

○永田委員長 ありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問等はございませんでしょうか。 

○加藤（敏）委員 回答をありがとうございました。 

 私の質問の趣旨は、先ほど一番最初に説明があったとおり、札幌市の特徴とし

ては認定率が結構高いけれども、軽度の方の認定が多いということで、恐らく、

訪問介護というものがこれから先はもっと重要になっていくのではないかと考え

ています。 

 その中で、従事者数とか利用者数を今後どのように見積もっていくのか、そこ

のところがこの計画においても訪問介護をどういうふうに考えていくのだという

ところに現れてくると思っておりますので、この従事者数の推移がほぼ横ばいに

なっているというのは、介護全体に従事する人が厳しいという中で、特に訪問介

護においては従事する人が厳しくなっているという状況です。 

 ですから、今後のことを考えていきますと、ここのところは非常に厳しい状況

になってくると思っていますので、ぜひ、次期計画においては従事者をどういう
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ふうに見積もっていくのか、逆に言うと従事者をどういうふうに育てるというか、

従事する人を増やしていくのか、そういうことも一つ念頭に置いて計画をつくっ

ていったらどうかと思っております。 

 それから、感染症対策のことですけれども、③と回答の中で国が言っているの

ですけれども、事業所等における必要物資の備蓄、調達、輸送体制の整備などの

必要性が盛り込まれているとあります。これは、事業所が全部やらなければなら

ないというふうに読み込むことができるのですけれども、我々事業者側にとして

は、例えば感染防御の防護服とかマスクとか様々なものを全てにおいて備蓄、調

達しておいて、なおかつ濃厚接触者の方々の輸送や物資の輸送などについても事

業所で行うというのは非常に困難だと思いますので、ぜひ札幌市の協力体制もこ

の計画の中に織り込んでいただけると我々としては助かると思っております。 

 小林委員からのご質問の回答にあったように、今、通所系サービスが間違いな

く落ち込んでいて、今、回復傾向にあると言っていますが、我々の考え方でいく

と、通所サービスを従前まで３０人で行っていたところは２０人にするとか１５

人にするといったように密を避ける状況でやっていますので、従前までの回数が

確保できていない方もたくさんいるかと思います。 

 そういう面で言えば、これからのウィズコロナ時代の通所系の在り方は、また

ちょっと変わった在り方になってくると思っておりますので、そんなことも実態

を見ていただいて、次の計画に役立ててほしいと思います。 

○永田委員長 ありがとうございます。 

 既に出されていたご質問ではあるのですけれども、事務局から付け加えて何か

ございますか。 

○事務局（桐越事業指導担当課長） 介護の従事者に関すること、感染症対策に

関すること、後で計画のところで出てきますけれども施策に盛り込んでおります

ので、皆様にまたご協力いただきながら検討していまいりたいと思っております。

よろしくお願いいたします。 

○永田委員長 ありがとうございます。 

 私から一つお聞きしてもよろしいでしょうか。 

 資料の２ページ目なのですけれども、介護保険サービスの利用者数の表の中で、

真ん中より少し下になりますけれども、介護医療院の利用者数の計画費が４０２％

になっています。この辺りにつきまして、今後の見通しも含めて状況をご説明い

ただけましたらありがたいです。 

○事務局（桐越事業指導担当課長） 介護医療院ですけれども、介護療養型医療

施設からの転換を中心に今は考えておりますので、この実績とこの計画値のあた

りの数字を勘案しながら、また新しい計画の中で考えていきたいと考えておりま

す。 
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○永田委員長 これは新しいことですので、平成３０年度の利用者数は８２名で、

計画値が４７名で、実績は１８９名ということで、これから介護医療院にどんど

ん転換していただけるといいますか、それが増えていきそうなのか、どういう傾

向なのかというところがちょっと気になったのですけれども、いかがですか。 

○事務局（太田企画調整担当係長）まず、計画値に対してこれだけ大きくなって

いる原因ですけれども、７期計画から初めてできた施設でして、事業所さんに希

望を聞いて、こちらに転換する予定があるかということを確認して計画値をつく

ったという経緯がございます。ですから、その時点では事業者さんもどうするか

まだ分からないという状況で計画を立てたため、計画値から大きく離れておりま

す。 

 今期の傾向ですけれども、当初想定したよりも多く転換が進んでいる傾向がご

ざいますので、この流れが続けば順調にいくのかなと想定しております。 

○永田委員長 ありがとうございました。 

 ほかによろしいでしょうか。 

○吉田委員 ２番目の訪問介護の従事者数のところで、従業員数が少なくなって

大丈夫なのかという感じを受けました。 

 木浪委員に伺いますが、札幌市において訪問介護の現状は今のところ間に合っ

ているのか。少なければ何とかしなくてはいけないと思いますが、そういうとこ

ろも私もずっと気になっておりまして、今のところどんな感じなのでしょうか。 

○永田委員長 木浪委員、お願いいたします。 

○木浪委員 私の把握しているところは訪問看護なものですから、訪問介護のほ

うまでは把握できておりません。 

 現場での実感としましては、どこの事業所にもヘルパーさんがいないので、サ

ービス調整が難儀しているという印象は非常に強く持っております。 

 詳細は、訪問介護のほうは分からないものですから、申し訳ありません。 

○長崎委員 現場でケアマネジャーとして調整している実感としてですが、やは

り、ヘルパーの事業所はヘルパー数がかなり足りなくなってきていて、特に重度

の人に対しての訪問回数が多い方をケアマネとしても１事業所では賄い切れない

ので、２事業所、３事業所を合わせながら使っていかないとなかなか難しい状況

で、現場のケアマネとしては、やっぱりヘルパーさんが少ないのでかなり苦慮し

ています。特に、軽度者よりも重度者で頑張って在宅で診ている方に対して、夜

間のサービスはなかなか使いづらいところはあると思っております。 

 実際に高齢者の要介護認定は増えてきているので、従事者は増えてないという

ところで言うと、そういうふうになってしまうというのも実感しております。 

○吉田委員 ありがとうございます。 

 実は、私はマンションに住んでいるのですが、マンションの地域で今回のコロ
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ナ感染が始まってから、私は高齢者のサロンをずっとやっておりまして、そこの

方々に月１回体操をしてもらって皆さんでお話をするということをもう３年か４

年続けているのですが、その方々に対して、コロナのためにできないということ

になったので、どうしようかと考えていました。 

 そこで、ここにある質問の回答の中に介護予防体操というものがあるのですけ

れども、それを皆さんに伝えるということがなかなかさっとできなくて、私は体

操を教える者ですので、自分で体操をつくって、それをＤＶＤに録画して、皆さ

ん全員に配ったのです。ＤＶＤのプレイヤーがない方もいらっしゃったりするの

で、皆さんに、毎日この三つだけはやってくださいという解説文も配って、今、実

施しております。 

 それだけでは確認できないので、本当に自分の体をちゃんと見ているかどうか

ということで、月に１回、うちのマンションは大きくて２６０軒ぐらい入ってい

るのですが、その中で、月に１回、外で軽い体操ならコロナ感染は大丈夫かなと

いうことで、２０分間にして外で軽い体操をやったのです。初めは１０人から１

５人ぐらいしか来なかったのですが、どんどん増えて２５人になりました。 

 その中で感じたのは、体操が終わった後にそのうちの何人かが、せっかく体を

動かしたのだから歩きましょうということになって、マンションの周辺を散歩す

るようになったらしいのです。 

 そのような実践があるのですけれども、体操をしましょうとテレビではずっと

伝えているのですが、一人でやるというのは皆さんつらそうですので、町内会と

か、ケアマネジャーとか、札幌市でもどんどんできるような人、関係者に細かく

指導して、そういうものが身近に伝えられるといいのではないかと思っていまし

た。 

 もう一つは、避難所のことです。 

 これも、現在、自分たちの避難する小学校が決まっているのですが、町内の人

全員が避難すると、確実に密になるのです。ということで、今、うちのマンション

で、管理組合のメンバーと、私は民生委員もやっているのですが、民生委員も入

れて高齢者で１４階建てのマンションで何か災害があったときに、エレベーター

が止まった、動けないという老人がいたらどういうふうに助けようかという会議

をこれから開くことになっています。 

 できれば、札幌市職員の方々は皆さん忙しいですけれども、そういうアドバイ

スを各町内会とか、いろんなサークルとか、サロンを経営している方とか、介護

施設をつくってやっている方々に声をかけて、具体的な方法をお伝えしていくの

はいいのではないかなと自分がやりながら思っております。 

○永田委員長 ありがとうございました。 

 最初に出てきました介護予防体操、サッポロスマイル体操の周知やというとこ
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ろで終わっておりますが、具体的にはどのような周知の仕方になっていましたか。 

○事務局（宮村認知症支援・介護予防担当課長） 認知症支援・介護予防担当課

長の宮村でございます。 

 ご質問をありがとうございます。 

 サッポロスマイル体操につきましては、昨年度にもうできていたのですけれど

も、ホームページにアップしたのが昨年で、お披露目会をしたいところがちょう

どコロナでできなくてということもあったのですが、今回、外出自粛のためとい

うことでぜひ使っていただきたいということで、６月に新聞折り込みで広告を入

れさせていただきました。 

 ほかにも、ホームページには動画をアップしているのですけれども、何分、高

齢者の方なので、やはりＤＶＤとかチラシという媒体が必要でして、介護予防セ

ンターが通いの場をできない間、個別に電話をしたりしていますので、その中で

郵送したりとかポスティングをしたりしてお知らせしております。 

 また、ＤＶＤも作成しまして、必要な方にはお貸ししたり、図書館でも貸し出

しできるようになりました。 

 通いの場が６月ぐらいからいろいろ工夫をしていただいてやるようになってい

るので、先ほどもありましたが、公園で少し体操したりなど、皆さんにも周知させ

ていただいているところです。 

 以上です。 

○永田委員長 ありがとうございます。 

 そうしましたら、周知されていくのはこれからということになろうかと思いま

す。 

 それから、災害時の集合住宅での支援方法についてのアドバイスは、今、吉田

委員はご希望だけお伝えしておくということでよろしいですか。 

○吉田委員 はい。 

○永田委員長 ありがとうございます。 

 ほかにございませんか。 

○星野委員 ２点あるのですけれども、令和元年度の自己評価の中を読ませてい

ただいたのですけれども、やはり現場のほうはこのコロナ対策で、かなり逼迫し

たものがあるかと思います。 

 運営のほうもそうですけれども、実際に人員確保から利用者さんに安心してい

ただくだとか、職員に安心していただく。かなり、これから、この一時期だけでは

なくて、恐らく、先ほどの話もありましたけれどもウィズコロナということで、次

に予定される２０２１年からの３年間もずっと続くことかと思います。 

 そういう意味で言うと、職員に対してどうやったら安心が与えられるか、得ら

れるか、それから利用していただく方にどうやって安心していただけるか、これ
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は１事業所ではなかなかできません。行政単位で行って、今日の新聞にもレベル

２からレベル５に下げようかという話も出ておりましたけれども、世の中にそう

いう形がどれだけ認められるか、あるいは、コロナとの共存という言葉がいいか

どうかわからないけれども、それに対しての全体の施策なり、そういう地域の風

土づくりが必要なのかなと思いました。 

 今の状況で言うと、自らのところで発生した場合に、まず、利用者さんもそう

ですけれども、職員の方が実際に続けていけるかということはかなり不安があり

ます。これはどこの事業所についてもそうだと思いますので、これを地域全体で、

あるいは行政も含めてそういうバックアップというか、そういうものを積み重ね

ていかなければならないかなと思いまして、質問でもないのですけれどもその辺

もお願いしたいと思います。 

 それから、これからの介護予防、重症化予防、これは失礼ですけれども、通所

関係、訪問関係、地域活動、これらはどうしても縦割りのような感じがいたしま

す。通所していた、通所に通っていてもその中の３回に１回ぐらいは、例えば訪

問して自宅でどういうことを行っているかとか、そういう横の壁がこれからは低

くなっていって、そういう全体のことで介護予防なりが必要ではないかと思いま

す。 

 それが、どうしてもケアプランや何かを含めて、縦割りの状況がありまして、こ

れから本当に人生１００年時代ですから、介護予防に徹していくとしたらその横

のサービスの使い方が融通の利くような形というものも、これもその中の施策と

して必要かと思います。 

 あと１点です。 

 私どもの近くでクラスターが発生しました。そのときに、政令指定都市札幌市

の対応と、道の対応と、これをマッチングするのに結構時間がかかったのかなと

思います。 

 ぜひ、これから、恐らくこれからもそういうようなことが起こると思います。そ

のときに前部長とお会いしましたけれども、ぜひ、対策室だとかその辺を迅速に

できるということがとても必要なことかと思いました。 

 全体として、これからの３年度に関しては、コロナ対策を念頭に置いた計画が

とても重要なことかと思って、質問ではないですけれども、お話しさせていただ

きました。よろしくお願いします。 

○永田委員長 ありがとうございます。 

 ただいまの星野委員からのご意見につきまして、今、事務局から何かお答えに

なられることはございますか。 

 よろしいですか。 

（「なし」と発言する者あり） 
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○永田委員長 それでは、次に参りたいと思います。 

 

イ 高齢者支援計画2018の指標の達成状況について 

○永田委員長 議題イの「現計画の指標の達成状況」について、事務局からご説

明をお願いいたします。 

（吉田介護保険課長から資料により説明） 

○永田委員長 ありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問等はございませんでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

 

(2) 次期高齢者支援計画の概要について 

   ア 国の基本指針(案)について 

○永田委員長 それでは次に、議事（２）の次期計画の概要についてのうち、「ア 

国の指針（案）」について、事務局から説明をお願いいたします。 

（吉田介護保険課長から資料により説明） 

○永田委員長 ありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

○髙田委員 髙田と申します。 

 資料８について少し教えてほしいのですけれども、一番最後の大きな３です。

３の一番最後のほうに、１１番目に災害に対する備えの検討が新設されています。

これについて、言葉としては分かるのですが、具体的に何か事項が示されている

のであれば教えていただきたいと思います。 

 もう一つは、全体を見ると新設というものが非常に多くなっていますけれども、

これらを全部実施するとしたときの給付費に対する影響というのは、国のほうで

は出しているのでしょうけれども、大体何％ぐらい上がるのか、そんなことをも

し試算していれば教えてほしいなと思います。 

 以上です。 

○永田委員長 事務局からお願いいたします。 

○事務局（吉田介護保険課長） 災害対策につきましては、先ほども簡単に触れ

させていただきましたけれども、現在検討中の次期計画におきまして、災害感染

症対策の体制整備を新たに一つの施策として設定しまして、事業所における事業

計画の策定や感染症研修の実施などの取組、災害時の対策の取組、研修などの取

組を展開するということを想定しているところでございます。今後、さらに検討

を進めていまいりたいと考えております。 

 もう一点、様々な新たな指針項目が出ておりますけれども、これにつきまして、

今後の給付費への影響ということでございますが、これらにつきましては、今、ど
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のような事業を展開していくかということを検討しているところでございまして、

さらに検討を進めまして、介護保険料、保険給付費等、事業費への反映につきま

して精査を進めていきたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○永田委員長 ありがとうございます。 

 ほかにございませんでしょうか。 

○加藤（浩）委員 人材の確保及び質の向上ということで、具体的に人材の確保

はどのような手段で確保していくのかということと、今日の朝刊に、道コロナ支

援、介護、建築、建設分野などに再就職した方に３０万円という記事が出ていま

した。例えば、こういうものを札幌市独自で考えているのかということと、今、実

は介護業界にとって非常にチャンスな時期なのです。失業をされている方が実は

たくさんいるし、私たち事業者としては失業している人たちに直接アプローチで

きないのです。やっぱり行政の力を借りていかないとなかなか接点がないという

ことで、札幌市としてはどのように人材の確保をしていこうと考えているかとい

うことを聞きたいです。 

○永田委員長 事務局からお願いいたします。 

○事務局（桐越事業指導担当課長） 具体的には、これから計画の中でどういう

ふうにやっていくかということを検討していまいりたいと思っております。 

 介護の人材不足というのが全国的な傾向でございますので、引き続き国のほう

に様々な要望を出していくとともに、札幌市としてできることをやっていきたい

と考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○加藤（浩）委員 ただ、今、チャンスの時期を逃がさないようなことを早急にで

きればやってほしいというのが私たちの願いです。 

○永田委員長 よろしいでしょうか。 

○事務局（桐越事業指導担当課長） 貴重なご意見として承りたいと思います。

ありがとうございます。 

○永田委員長 そのほかにはございませんでしょうか。 

○吉田委員 資料８の５番目に、研究開発、産業促進、国際展開が新設できると

書いてあるのですが、どういう内容なのか、もう少し詳しく伝えていただきたい

と思います。 

○永田委員長 事務局からお願いいたします。 

○事務局（宮村認知症支援・介護予防担当課長） 認知症支援・介護予防担当の

宮村でございます。 国ベースにはなるかもしれませんが、研究なので認知症の

バイオマーカーの開発、独立とかということと、評価の方法、あとは、コホート研

究として、薬とか、日本初の認知症の疾患の治療についてという研究ということ
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で、札幌市でというより、国レベルでいろいろとやっていくということが認知症

の大綱のほうに含まれておりまして、それが５番となっております。 

○永田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○永田委員長 それでは、次に参りたいと思います。 

 

イ 次期計画の構成等について 

○永田委員長 イの次期計画の構成等について、事務局からご説明をお願いいた 

します。 

（吉田介護保険課長から資料により説明） 

○永田委員長 ありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

○加藤（敏）委員 国の基本指針の中で、有料老人ホームとサービス付き高齢者

住宅に関わる都道府県市町村の情報連携の強化という項目が上がっているのです

けれども、札幌市の場合はどこに入ってくるのでしょうか。 

○永田委員長 事務局からお願いいたします。 

○事務局（太田企画調整担当係長） 今の想定ではありますけれども、介護サー

ビス等の充実のところで住まいの関係に触れたいと思っていまして、その中に入

れ込みたいと考えております。ただ、事業の組み合わせ等で変更になる可能性は

あります。 

 以上です。 

○永田委員長 加藤（敏）委員、いかがでしょうか。 

○加藤（敏）委員 多分、国は、住まいの関係をここで出しているのではなくて、

有料老人ホーム等における様々なサービスの提供が介護保険事業にいろいろ影響

してくるので、そこのところをきちっと市町村でもコントロールしながら都道府

県と連携を取ってほしいということを言っているのではないかと思いますので、

その観点を施策の中に入れておかないと、総量規制とかどう考えていくのかとい

うところに、施策のほうに走っていけないのではないかと思います。項目的に、そ

こを入れておいたほうがいいと思います。その考え方は入れておいたほうがいい

と思うのです。 

 もう一つ、施策５ですけれども、人材確保と業務効率化の取組は、確かに今ま

でもそうでしたけれども、国からは、地域包括ケアシステムを支える介護人材確

保と業務効率化の取組ということで、人材確保と業務効率化が地域包括ケアシス

テムに欠かせないのだということを明確に打ち出していて、その中で様々な事業

展開をして、例えば、どういうふうに人を確保するのかというと、例えば、辞めさ

せない施策をどうするのか、外国人はどうしたらいいのだろうか、ボランティア
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をどういうふうに取り入れたらいいだろうかと、様々な施策を展開しながら人材

不足を補っていくだとかという方向の打ち出しが出てこなければいけないと思い

ます。 

 一番最初にあったように、２０４０年まで見据えるということになっていくと、

人口減少の最たるものがここで出てくるわけで、２０４０年というのは後期高齢

者の人口が一番多くなる時期でもあるわけで、サービスが一番必要になってくる

のです。そこに向けて、今からどういう準備をしていくのかという心意気がこの

次の介護保険事業計画には求められていくのではないかと思っていますので、体

系を大きく変えろとは私は申し上げませんけれども、体系の根底にある精神をも

う一度見据えた上で、施策の展開というか、１から７までやっていただきたいと

思います。 

○永田委員長 ありがとうございます。 

 ただいまの加藤（敏）委員のご意見につきまして、事務局から何かございます

か。 

○事務局（吉田介護保険課長） ２０４０年をきちんと見据えた上で今回の計画

を策定していきたいと存じます。今後も引き続きご協力のほどをよろしくお願い

申し上げます。 

○永田委員長 そのほかにご意見等はございますか。 

○髙田委員 二つお伺いしたいと思います。 

 施策１に、２０４０年を見据えた高齢者支援の基盤整備と社会参加の促進と書

いております。いろいろなことが充実していくのはいいと思うのですけれども、

実態として、２０４０年を見据えた中で、我々保険料を負担する者が実際に負担

する限界があると思うのですが、これ以上の負担はやっていけませんというもの

があると思うのですが、２０４０年に向けて何かお考えがあるのか、どんどん引

き上げていくということになるのか、そうではなくて、例えば自分でできること

は自分でしてくださいと。 

 例えば、先ほどから体操のことが出ていまして、私は実践しています。テレビ

体操を朝に１０分間やると、非常に気持ちがいいです。階段の上り下りもして足

を鍛えているのですけれども、わざわざ行かなくても自分の家でできるものはた

くさんあるのです。そういったことを自分でやってもらうという方向に行かない

と、軽症者の方だから訪問サービスにたくさん行くといっても受入れができない

状況になってきます。そうすると、やはり自分でやっていただくということもそ

ろそろ織り込んでいかなければならないのではないかという気がします。何でも

かんでも行政あるいは施設でやっていただける時代はもう過ぎてきているのでは

ないかという気がします。 

 それについては、またお考えをお聞かせいただきたいと思います。 
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 もう一つは、先ほどからたくさん出ていますけれども、人材確保の問題です。

私も委員に就任して２期目ですけれども、１期目からのずっと課題なのです。介

護人材の確保がなかなかできないでいるということと、学校の入学者も少ないと

いう状況もあるようで、大変だと思うのですけれども、２０２５年に後期高齢者

が７５歳になるときには最大になると思うのですが、そのときに向かって、例え

ば人材の確保がなかなか難しい、あるいは奨学金制度を出してはどうか、確保す

るときに就業支援金を出してはどうかということもあるようですけれども、具体

的に行政としてどのような解決策が考えられるのか、もしあれば教えていただき

たいと思います。 

○永田委員長 ありがとうございます。 

 介護保険料の限界についてどうお考えになるかということと、個別の介護予防

をどう支援していくのかということと、介護人材の確保、具体的な方策という髙

田委員からの３点のご質問について、事務局からお願いいたします。 

○事務局（吉田介護保険課長） 第１点目の介護保険料についてですけれども、

現状におきましても高齢者の方々には大変なご負担となっていることは認識して

いるところでございます。 

 ２０４０年を見据えますと、今後、高齢化が進んでいきますので、それととも

に介護保険のサービスを使われる方も増えていこうかと思いますが、できるだけ

負担がないような形を考えていきたいと思っております。 

 それとともに大切なのは、２点目にもございますけれども、介護予防に力を入

れていくということが必要になろうかと思います。多くの高齢者の方々に少しで

もお元気に過ごしていただきたいと考えておりますので、日頃から介護予防をし

ていただけるように、そういう施策もこれから力を入れて展開していく必要があ

るので、今後とも考えていかなければならないと思っております。 

○事務局（桐越事業指導担当課長） 人材不足の点についてお答えさせていただ

きます。 

 人材確保のためには、一つは新しく介護の世界に入ってきていただく方を増や

すということと、もう一つは、介護現場は離職率が高いと言われておりますので、

何とか継続的に働いていただけるような方策が必要かと思います。従来からの人

材確保の取組を続けるとともに、今後、地域に潜在する担い手の発掘や、業務効

率化によって少人数でも支えられるような介護現場の改革も検討していまいりた

いと思っております。 

 先ほどもお答えしましたように、介護の人材不足は全国的な課題でございます

ので、引き続き国に処遇改善などの要望を出していくとともに、市としてできる

ことについて努力していまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 
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○永田委員長 ありがとうございます。 

 髙田委員、よろしいでしょうか。 

 先ほどおっしゃいましたように、人材確保は、本当にずっと議論をし続けてい

て、それでも有効な方法がなかなか見つからないということで現在に至っている

のだと思います。そう言いましても、諦めていてもしようがないことですので、私

たちがあまり気づいていないような部分への働きかけができないのかと私も考え

ているのですが、皆さんで知恵を出し合いながら検討し続けていかなければいけ

ないと思っております。 

 それでは、この件につきましてはよろしいでしょうか。 

○吉田委員 今の質問の中に、体操は自分でやる時代だし、テレビを見てラジオ

体操をやるだけでも全然違うということは既に皆さんもご存じだと思うのです。

ただ、私が伝えたいのは、やれる人はいいと思うのです。散歩も一人で歩ける人

は本当に一生懸命歩いていますし、そういう方は健康維持をしっかりしていると

私も思っているのですが、出られない人もいるということです。それは、あなたが

弱いからもう駄目ですというものではないと思うのです。 

 ですから、私が思うのは、体操をやるだけではなく、高齢者でひとり暮らしの

人というのは、人と人との繋がりができなくて家の中にいる高齢者が私の見てい

る範囲では結構いらっしゃるのです。ですから、どこか体操教室に行ったり、趣

味で動いたりというふうにできる方は、特に自己管理ができているので問題ない

と私も思っているのですが、自分たちをケアしてくれる雰囲気の中にいたいとい

うか、そういうふうにやってもらうと非常にうれしいという方もこの中にはいら

っしゃると感じます。自分で自己管理できる方は、それはそれでいいと思うので

すが、現実にできない方もいます。 

 例えば、子どもたちでも、不登校の子とか引きこもりの子は、私も教育関係を

やっていたので今までいろいろ見ておりますが、なぜ学校に来られないのか、そ

こにはいろいろな問題を抱えているのです。それと同じように、高齢になっても、

頭では分かっているけれどもできない、でも、誰かに誘われたり人と触れ合って

いるうちに元気になっていく高齢者もいるのです。 

 その一つのきっかけとして、私は体操をやることによって伝えているのですが、

例えば、高齢の方でも元気な方で歌を教えられる人、何か趣味をやってそういう

ものを人に伝えられる人は、資格がなくても周りの人と触れ合う時間を持ってい

くと、高齢者にとっては元気が出るのではないかと思います。 

 私の体操をしている中に、要支援と言われている方もいらっしゃいます。支援

がついているのだからいろいろなサービスを受けられますよと言うのですが、い

や、そういうのは受けたくない、できるだけ自分で体を動かしたいと言う方もい

らっしゃるのです。なので、自立できている方は大丈夫かなと思っております。 
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○永田委員長 ご意見ということでよろしいでしょうか。 

 確かに、老人福祉センターもしばらく利用がストップして、最近はまた復活し

てきているようですが、今まで通われていた方たちがストップして、どういうふ

うにされているのかということが私もすごく気になっているのです。その中には

状態像が悪化している方もいらっしゃったり、今はまだ水面下で分からないので

すけれども、もう少しするとその方たちが悪化した状態で表面に見えてくるのか

なということは危惧されると思っていますので、そのあたりも事務局にはぜひご

留意いただければと思っております。 

○加藤（浩）委員 今、札幌市の方の発言の中に少人数でできるということもあ

ったのですが、人員基準の見直し、人員基準の緩和ということも方針の中にある

のでしょうか。 

○永田委員長 今お聞きになられたのは、次期の計画のことでしょうか。国の指

針のほうでということですか。 

○加藤（浩）委員 はい。 

○事務局（桐越事業指導担当課長） 特に、そういうところはないということで

す。 

○加藤（浩）委員 ただ、少人数でできるということは、今の人員基準以下でも

構わないと聞こえてしまうのですが、そこら辺はどうなのでしょうか。 

○永田委員長 いかがでしょうか。例えばロボットを使うとか、そういう具体的

なことはまだ何も出てきていないということですね。 

○事務局（桐越事業指導担当課長） まだ詳細について札幌市でもそこまで検討

しているわけではないです。 

○永田委員長 それは、何らかの方法で人員を削減できる可能性があるのでした

ら検討していただかなければならないといいますか、人員不足の中ではそういっ

たことも考えていかなくてはいけないという気がいたします。 

○星野委員 要望ですけれども、この前、厚労省のほうから、今、基本になって

いる寿命と健康寿命、その間に自立寿命を設定して、健康寿命と寿命では女性で

１２年だったか、男性で８年、これを自立寿命と。まだしっかり名前がついてい

ないみたいですけれども、アクティブエイジングいうことで、そこを目指そうと。

そして、自分でできることはということで、今までのお話にもありましたけれど

も、そこを支援していくというのが軸になってくると思っておりました。そうい

うことが盛り込まれるといいなと思います。 

 もう一つ、しつこいようですが、感染症についてです。前に道からも支援が出

ておりましたけれども、災害時の支援はとても大事ですけれども、性質が結構違

います。その後の風評などもありますので、ここに書かれておりますけれども、内

容を盛り込んでいただきたいと思います。まだ続くのではないかという悪い予想
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をしているのですけれども、その中で、ぜひ実質的なことを含めて盛り込んでい

ただきたいという要望です。 

 よろしくお願いします。 

○永田委員長 ありがとうございます。 

 以前の地震のときには、どういうふうに対応しようかということがあったので

すけれども、次にコロナが出てきたら、喉元過ぎたら何とかで、地震のことはちょ

っと遠くに行ったみたいな感じになっていますが、これが両方起こるということ

もあり得ますので、やはり、気を抜かないで準備万端に行っていかなくてはいけ

ないと感じております。 

 時間が押していますので、次に進んでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

 

ウ 次期計画における施設・居住系サービス等の整備の検討状況について 

○永田委員長 次に、ウの「次期計画における施設・居住系サービス等の整備の

検討状況」について、事務局からご説明をお願いいたします。 

（桐越事業指導担当課長から資料により説明） 

○永田委員長 ありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見はございますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

 

 (3) 地域密着型サービス事業者の指定状況について 

○永田委員長 最後に、議事（３）「地域密着型サービス事業者の指定状況」に

ついて、事務局からご説明をお願いいたします。 

（桐越事業指導担当課長から資料により説明） 

○永田委員長 ありがとうございました。 

 ただいまのご報告につきましてご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○永田委員長 それでは、本日の議事は以上でございますが、事務局から何か連

絡事項はございますか。 

○事務局（吉田介護保険課長） 次回の委員会の予定でございますが、次回は10

月の開催を予定しております。開催時期につきましては、追ってご連絡を申し上

げます。 

  

 ３ 閉会 


